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注１ 齲蝕又は歯周病に罹患して

いる患者に対して、主治の歯科

医師の指示を受けた歯科衛生

士が、直接口腔内で 15 分以上

の実地指導を行った上で、当該

指導内容に係る情報提供を文

書により提供した場合に、月 1

回に限り算定する。 

 

注１ 歯科衛生実地指導料１は、う蝕又

は歯周病に罹患している患者に対し

て、主治の歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が、直接口腔内で 15 分

以上の実地指導を行った上で、当該

指導内容に係る情報提供を文書によ

り提供した場合に、月１回に限り算

定する。 

なお、歯科衛生実地指導料１を算

定した月は、歯科衛生実地指導料２

は算定できない。 

 

注２ 歯科衛生実地指導料２は、障害者

歯科医療連携加算に係る施設基準又

は地域歯科診療支援病院歯科初診料

に係る施設基準に適合するものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険医

療機関において、基本診療料に係る

障害者加算を算定している患者であ

って、う蝕又は歯周疾患に罹患して

いる患者に対して、主治の歯科医師

の指示を受けた歯科衛生士が、直接

口腔内で 15 分以上の実地指導を行

った場合又は 15 分以上の実地指導

を行うことが困難な場合は月２回の

実地指導の合計が 15 分以上となる

場合のいずれかであって、当該指導

内容に係る情報を文書により提供し

た場合に、月１回に限り算定する。             

 

 

  




